
■
新
し
い
高
齢
受
給
者
証
を
郵
送
し
ま
す

国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
に
加
入
し
て
い

る
70
歳
以
上
の
方
（
老
人
医
療
受
給

者
は
除
く
）
へ
、
７
月
31

日
(火)
ま
で
に
、
新
し
い
受

給
者
証
（
う
ぐ
い
す
色
）

を
郵
送
し
ま
す
。

現
在
お
使
い
の
高
齢
受
給
者
証
（
藤
色
）

は
、
８
月
以
降
は
使
え
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

■
老
人
医
療
受
給
者
証
の

一
部
負
担
割
合
が
見
直
さ
れ
ま
す

老
人
医
療
受
給
者
証
の
一
部
負
担
割
合
が

変
更
と
な
る
方
へ
は
、
７
月
31
日
(火)
ま
で
に

新
し
い
老
人
医
療
受
給
者
証
を
郵
送
し
ま
す
。

一
部
負
担
割
合
が
変
わ
ら
な
い
方
へ
は
改
め

て
郵
送
は
行
い
ま
せ
ん
の
で
、
現
在
お
持
ち
の

受
給
者
証
を
そ
の
ま
ま
お
使
い
く
だ
さ
い
。

■
減
額
認
定
の更

新
・
申
請
は
お
忘
れ
な
く

減
額
認
定
制
度
と
は
、
国
保
や
老
人
医
療

に
加
入
し
て
い
る
方
が
病
院
な
ど
に
入
院
し

た
場
合
に
、
そ
の
場
で
の
医
療
費
の
支
払
い

が
自
己
負
担
限
度
額
ま
で
で
済
ん
だ
り
、
食

事
代
が
減
額
さ
れ
た
り
す
る
制
度
で
す
。

現
在
の
減
額
認
定
証
の
有
効
期
限
は
７
月

31
日
(火)
ま
で
で
す
。
７
月
中
旬
に
申
請
書
を

郵
送
し
ま
す
の
で
早
め
に
更
新
手
続
き
を
済

ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
新
規
に
減
額
認
定
証
の
発
行
を
希
望

す
る
方
は
、
窓
口
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

〈
減
額
認
定
の
更
新
・
申
請
〉

対
象
　
▽
国
保
加
入
者
…
国
保
に
加
入
し
て

い
る
全
員
と
世
帯
主
が
市
民
税
非
課
税
の
世

帯
　
▽
老
人
医
療
受
給
者
…
同
一
世
帯
の

全
員
が
市
民
税
非
課
税
の
世
帯

持
ち
物

申
請
書
、
国
保
保
険
証
、
高
齢
受

給
者
証
（
70
歳
以
上
の
方
）
ま
た
は
、
老

人
医
療
受
給
者
証
（
お
持
ち
の
方
）

申
請
場
所

市
役
所
１
階
市
民
課
国
保
年
金
係
、

支
所
１
階
市
民
サ
ー
ビ
ス
課
市
民
サ
ー
ビ
ス
係

◇
更
新
、
新
規
申
請
と
も
、
収
入
の
増
加
や

世
帯
員
の
異
動
な
ど
に
よ
っ
て
は
、
認
定

さ
れ
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

市
民
課
国
保
年
金
係

2
４
４
―
３
１
１
３

市
民
サ
ー
ビ
ス
課
市
民
サ
ー
ビ
ス
係

2
２
３
―

９
２
１
２
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●
医
療
安
全
管
理
室
を
開
設

医
療
の
安
全
性
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
る

中
、
市
民
病
院
で
は
３
月
に
医
療
安
全
管
理

室
を
開
設
し
ま
し
た
。

病
院
に
は
医
師
や
看
護
師
、
薬
剤
師
、
検
査

技
師
、
放
射
線
技
師
、
事
務
職
員
な
ど
様
々

な
人
が
各
部
署
に
勤
務
し
、
診
察
や
検
査
、

事
務
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

医
療
安
全
管
理
室
で
は
、
各
部
署
が
医
療

事
故
を
起
こ
さ
な
い
体
制
に
な
っ
て
い
る
か
、

患
者
さ
ん
の
診
療
環
境
や
職
員
の
仕
事
環
境

に
問
題
は
な
い
か
な
ど
情
報
を
収
集
し
、
状

況
の
改
善
や
対
策
を
行
う
こ
と
で
、
安
全
管

理
の
一
層
の
向
上
と
徹
底
に
努
め
て
い
ま
す
。

●
「
ヒ
ヤ
リ

・

・

・

」、「
ハ
ッ
と

・

・

・

」
か
ら
現
場
を
改
善

市
民
病
院
で
は
医
療
事
故
を
未
然
に
防
ぐ

た
め
、
職
員
は
仕
事
中
の
「
ヒ
ヤ
リ
と
し
た

こ
と
」
や
「
ハ
ッ
と
し
た
こ
と
」
を
報
告
書

と
し
て
提
出
し
て
い
ま
す
。

医
療
の
現
場
で
職
員
各
個
人
が
経
験
し
た

こ
れ
ら
の
情
報
を
病
院
全
体
で
共
有
・
蓄
積

し
対
策
を
講
じ
る
こ
と
で
、
医
療
事
故
の
防

止
に
つ
な
げ
て
い
ま
す
。

●
大
切
な
の
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

医
療
の
安
心
と
安
全
管
理
に
は
、
患
者
さ

ん
や
医
師
、
職
員
な
ど
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
が
何
よ
り
大
切
で
す
。
医
療
安
全
管
理

室
で
は
、
ど
ん
な
こ
と
で
も
話
し
合
え
る
雰

囲
気
づ
く
り
の
た
め
、
院
内
の
巡
回
や
患
者

さ
ん
と
の
医
療
相
談
も
行
っ
て
い
ま
す
。

医
療
に
関
す
る
要
望
や
心
配
事
な
ど
が
あ

り
ま
し
た
ら
、
お
気
軽
に
医
療
安
全
管
理
室

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

医
療
安
全
管
理
室
長
　
源
馬
　
均
　

医
療
安
全
管
理
者
　
山
田
久
巳
子

医
療
事
故
の
防
止
に
向
け
て

市民病院管理課
243-2511（代表）

問 
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高
齢
受
給
者
証
と
減
額
認
定
証
の
更
新
時
期
で
す

医療安全管理者
山田久巳子

医療の安全管理は、
病院職員にとっても患
者さんにとっても大切
な問題です。
定期的に病院の中を
巡回していますので、
「医療安全管理室 山田」
の名札を見掛けました
ら、気軽に声を掛けて
ください。


